
2025 年 3 月 3 日 

横浜高速鉄道 

 

精神障がい者割引制度の導入について 

 

横浜高速鉄道では 2025 年 4 月 1 日より精神障害者旅客運賃割引制度を導入いたします。 

 

１．導入日  

2025 年４月１日（火）始発から  

  

２．割引対象路線    

みなとみらい線全線 

 

３．割引対象者  

各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または第２種

の記載のあるもの※）をお持ちご本人とその介護者  

※各自治体で精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第１種または第２種の

別が表記されているもの。  

 

４．割引の条件 

 手帳の種別 介護者の有無 乗車券の種類 割引条件 割引率 

第１種 介護者あり 

普通乗車券 ご本人・介護者とも割引 

５割 定期乗車券 ご本人・介護者とも割引(※) 

回数乗車券 ご本人・介護者とも割引 

第２種 介護者あり 

普通乗車券  割引なし 

定期乗車券 
12 歳未満のご本人が介護者と

ともに乗車する場合(※) 
５割 

回数乗車券  割引なし 

 ※ご本人が 12 歳未満の場合は、介護者のみ割引を適用し発売いたします。  

 ※介護者が購入できる定期乗車券は、通勤定期乗車券に限ります。  

 

５．その他  

（1）介護者とともに利用する場合は、購入する乗車券の種類・乗車区間・有効期間が同一で、同時にお買い求めい

ただき、同一の列車に乗車する場合に限り有効です。  

（2）列車をご利用の際に必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から呈示を求められた場合はご呈

示ください。  

 

以  上 


